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えっ！通信販売 クーリング・オフできないの？

クーリング・

オフの活用や

ご相談は

下記へ連絡

して下さい

【発行・問い合わせ先】

御所野地域包括支援センターけやき

電 話 ８２６－０６５１

ＦＡＸ ８２６－０６５２

クーリング・オフ制度とは

特定の取引で商品等を契約してしまった場合、法律で定められた期間内であれば、

無条件で契約を解除できる制度です。

※商品が三千円未満は適用外、使用してしまった消耗品（例：化粧品等）は適用外

※クーリング・オフ制度は業者と個人の取引で適用される制度のため、個人間の取引は適用外（例：メルカリ等）

クーリング・オフ制度が適用される特定の取引期間とは

◆通信販売にクーリング・オフ制度はありません。

◆返品については事業者が決めた返品特約に従うことになります。

返品特約が定められていない場合には、商品を受け取った日を

含めて８日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。

◆通信販売で、商品を購入する際は、事前に返品の可否や返品・

交換が可能な場合の条件をよく確認しましょう！！


